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「再生支援の総合的対策」の策定 
コロナ資金繰り支援６月末に延長 

 

経済産業省は、民間ゼロゼロ融資の返済が４月に本格化することに加え、保証付融資の増大や再生支援

のニーズの高まりを踏まえ、中小企業支援を一層強化すべく、金融庁・財務省とも連携の上、「再生支

援の総合的対策」を策定した。民間ゼロゼロ融資の返済開始の最後のピーク（2024年４月）の資金繰り

に万全を期すため、３月末までだったコロナ資金繰り支援を６月末まで延長する。 

具体的には、(1)コロナセーフティネット保証４号（100％保証、借換目的のみ）、コロナ借換保証（100％

保証の融資は100％保証で借換）を本年６月末まで延長、(2)日本政策金融公庫等のコロナ特別貸付につ

いては、現行制度を６月末まで延長し、７月以降は、災害貸付金利を適用（特例金利（▲0.5％）を廃止）

し、特別貸付制度は継続（期限あり）、(3)日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンを６月末まで

延長する。また、保証付融資の増大や再生支援等のニーズの高まりを踏まえて支援を強化する。なお、

本年７月以降は、例えば、日本政策金融公庫等のコロナ特別貸付の金利引下げ幅を縮減するなど、コロ

ナ前の支援水準に戻しつつ、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援を基本とする。 

信用保証協会においては、信用保証協会向けの総合的監督指針を改正するとともに、中小企業活性化協

議会、事業承継・引継ぎ支援センターとの連携推進等により、信用保証協会による支援を強化する。 

 

 

 

確定申告を間違えたときの対応は 
早めの更正の請求や修正申告を！ 

 

確定申告を終えてホッとしている方も多いと思われるが、法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の

間違いに気が付いた場合、納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合、納める税金

が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には、訂正して更正の請求や修正申告をする必要が

ある。国税庁ＨＰの「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を利用すれば、税額などが自動計算さ

れ、修正申告書等が簡単に作成できる。 

納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合は、更正の請求という手続きができる場

合がある。この手続きは、更正の請求書を税務署長に提出することにより行う。更正の請求書が提出さ

れると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をし

て税金を還付または純損失の金額を増加することになる。更正の請求ができる期間は、原則として法定

申告期限から５年以内だ。 

一方、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には、修正申告により誤った内容

を訂正することになる。 

修正申告をする場合の注意点としては、誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告することがある。

というのも、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりする

と、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかるからだ。 

 


